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監査委員公告
平成26年４月７日付けで提出した監査の結果に対して、宮崎県知

事等から措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22
年法律第67号）第 199条第12項の規定により、次のとおり公表する
。

平成26年９月４日
宮崎県監査委員 宮 本 尊
宮崎県監査委員 山 口 博
宮崎県監査委員 中 野 明
宮崎県監査委員 田 口 雄 二

１ 県の機関を対象とした定期監査

機関名 監査の結果 講じた措置

中山間 受託事業について、調 早急に調定を行うととも
・地域 定が行われていないもの に、調定事務については、
政策課 があった。善処を要する 契約時期及び内容の確認を

。（指摘事項） 複数の職員で確実に行い、
財務規則に基づいた適切な
手続を行うよう関係職員に
周知徹底した。

文化文 警備輸送ならびにこれ 監査後、直ちに印鑑の届
教・国 に関連する業務委託につ 出を行った。
際課 いて、契約書に定められ 今後は、契約書の内容を

た警送品の受領に用いる 十分確認し、適正な事務処
印鑑の届出が行われてい 理に努める。
なかった。善処を要する
。（指摘事項）

東京事 県産品ＰＲに要する経 今後は、決裁の際のチェ
務所 費の支払について、見積 ック体制を更に充実させ、

書印と請求書印が同一で 添付書類に誤りがないか十
ないなど支出の証拠書類 分に確認し、二度と同様の
が適正でなかった。留意 誤りがないよう再発防止に
を要する。（注意事項） 努める。

旅費について、交通費 事務局監査後、直ちに旅
の算出を誤り過払及び支 費の正当な額を計算した。
給不足となっているもの 過払分は戻入処理を行い
があった。善処を要する 、１月24日に納入されたこ
。（注意事項） とを確認し、支給不足分は

１月24日に支払った。
支給要件等について旅費

規程及び手引書等を十分確
認し、決裁の際にチェック
体制を更に充実させ、同様
の誤りがないよう再発防止
に努める。

消防学 非常勤職員の報酬や通 非常勤職員の報酬や通勤
校 勤費用について、過払と 費用については、直ちに戻

なっているものが見受け 入手続を行った。
られた。善処を要する。 今後は、出勤簿及び休暇
（指摘事項） 処理簿のチェックを確実に

行い、適正な事務処理に努
める。

旅費について、旅行雑 支給不足については、直
費の調整誤りにより支給 ちに追給処理を行った。
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不足となっているものが 今後は、旅費規程等を十
あった。善処を要する。 分確認するとともに、チェ
（注意事項） ック体制を強化し、同様の

誤りがないよう再発防止に
努める。

福祉保 福祉・介護人材参入促 適切な事業執行スケジュ
健課 進事業費補助金等につい ールを担当内で共有し、交

て、交付決定事務が遅れ 付決定事務が遅れないよう
ているものが見受けられ 相互にチェックを行い、再
た。留意を要する。（注 発防止を図ることとした。
意事項） また、申請書類の整理（

差し替え等）に当たって疑
問があった場合なども、担
当内で早急に相談するよう
に意識付けを行い、事務が
滞らないよう適正な事務処
理に努めることとした。

宮崎県地域生活定着促 適切な事業執行スケジュ
進事業等の業務委託につ ールを担当内で共有し、契
いて、契約書の作成が遅 約事務が遅れないよう相互
れているものが見受けら にチェックを行い、再発防
れた。留意を要する。（ 止を図ることとした。
注意事項） また、業務上の疑問があ

った場合などは、担当内で
早急に相談するように意識
付けを行い、事務が滞らな
いよう適正な事務処理に努
めることとした。

こども 保育対策等促進事業費 指摘のあった平成25年度
政策課 補助金の調定について、 分についての対応は、平成

調定額を誤っているもの 26年１月23日に正しい金額
があった。善処を要する の調定調書を作成し、現調
。（指摘事項） 定から収入更正を行った上

で、現調定については０円
に減額変更を行った。
今後は、調定額の誤りが

ないよう、財務規則等に定
める事務処理について、職
員への周知徹底を図るとと
もに、組織的なチェック体
制を強化し、再発防止に努
めることとした。

幼保小連携・接続推進 今後は、実施主体の市町
事業委託料について、交 村との連携を密にし、財務
付決定事務が遅れていた 規則等に定める事務処理に
。留意を要する。（注意 ついて、適切に処理すると
事項） ともに、組織のチェック体

制の強化を図ることにより
再発防止に努めることとし
た。

高千穂 旅費について、宿泊料 過払となった旅費につい
保健所 及び航空賃の誤りにより ては、直ちに戻入処理を行

過払となっているものが った。
あった。善処を要する。 今後は、宿泊地の区分に
（注意事項） ついて全職員への周知を行



- 3 -

った上で、旅行命令に関す
る疑義が生じた場合は旅費
担当者に相談させるととも
に、総務企画課において旅
費事務に関する勉強会を行
うことでチェック体制の強
化を図り、適正な事務処理
に努める。

看護大 赴任旅費について、旅 今回の指摘を受け、対象
学 行命令書が作成されてい 者全てに再確認を行い、該

なかった。善処を要する 当者について直ちに旅行命
。（指摘事項） 令書を作成し適正に支出し

た。今後は、赴任旅費に係
る手続について、適時適切
な事務処理に努める。

出勤簿について、一部 今回の指摘を受け、未整
未整備となっているもの 備の部分について直ちに作
が散見された。善処を要 成した。今後は、教職員全
する。（注意事項） 員の確認を定期的に確実に

行うなど、適時適切な事務
処理に努める。

環境管 航空機騒音計等の設置 航空機騒音計の設置に係
理課 に係る財産の借受けにつ る財産の借受け不備の指摘

いて、借受手続や台帳の を受けた２施設について、
不備が散見された。善処 借受手続を行った。
を要する。（指摘事項） 航空機騒音計の借受財産

台帳未整備について、台帳
を整備した。
大気汚染常時監視測定局

の借受財産台帳の記載漏れ
について、全て台帳に記載
した。

農政企 郵便切手について、郵 直ちに、郵便切手補助簿
画課 便切手補助簿が作成され について作成を行った。

ていなかった。善処を要 今後も、公用郵便切手等
する。（指摘事項） の取扱い（総務部長通知）

に基づき、適正な事務処理
に努める。

宮崎県強い農業づくり 補助事業実施に当たり、
交付金関係事業補助金に 事業の進行管理を確実に行
ついて、事業計画の変更 い、事業計画変更の申請漏
承認手続等が適正に行わ れがないよう十分なチェッ
れていないものが見受け クを行っていく。
られた。留意を要する。
（注意事項）

農業大 旅費について、起点間 誤って支給した旅行雑費
学校 の距離が２キロメートル については、戻入処理を行

未満の旅行に旅行雑費が った。
支給されているものがあ 今後は適正な会計事務を
った。善処を要する。（ 行い、再発防止に努める。
注意事項）

準公金について、精算 今後は、県準公金等取扱
手続を誤っているものが 規程等を十分に認識して事
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あった。留意を要する。 務を行い、再発防止に努め
（注意事項） る。

都城土 測量業務委託について 支出負担行為の整理時期
木事務 、変更契約に係る支出負 については、財務規則に基
所 担行為の整理時期を誤っ づく適正な事務処理を図る

ているものがあった。留 ため、チェックリストを作
意を要する。（注意事項 成し、契約内容等を十分確
） 認するなど再発防止に努め

ることとした。

延岡土 公文書複写に伴う収納 月末に指定金融機関へ払
木事務 金について、指定金融機 い込むべき現金を、翌月（
所 関への払込みが遅れてい 翌週）の最初の指定金融機

るものがあった。留意を 関の営業日に払い込んだも
要する。（注意事項） のであり、今後は、払込み

の遅れが生じないように、
財務規則及び関係通知に基
づき、適正な事務処理に努
める。

教職員 「教育職員免許状更新 本件は、教育職員免許状
課 等手数料」等について、 の更新等に係る証紙収納事

証紙に消印が押されてい 務において、証紙の消印の
ないなど、証紙収納事務 確認が十分に行われていな
が適正に行われていない かったものである。
ものが散見された。善処 監査後、直ちに再確認を
を要する。（指摘事項） 行い、適正に消印を押印す

る処理を行った。
今後は、手数料決裁終了

後に証紙の消印が適正に押
印されているか複数の職員
で確認を行うなど、チェッ
ク体制を強化し、適正な事
務処理に努める。

文化財 文化財保存管理費補助 補助金交付決定に係る事
課 金等について、交付決定 務処理の進捗状況の管理を

事務が遅れているものが 徹底し、今後当該事務処理
散見された。留意を要す が滞ることのないよう努め
る。（注意事項） る。

日南振 物品の購入について、 本件は、印刷用紙の購入
徳高等 年間の購入金額が多額で について、定期的に同一業
学校 あるにもかかわらず、定 者と随意契約を行い購入し

期的に同一業者と10万円 ていたものである。
未満の随意契約を行って 今後は、年間を通して購
いるものが散見された。 入が見込まれる物品につい
留意を要する。（指摘事 ては単価契約による購入を
項） 行うなど、適正な会計処理

に努める。

消防用設備等点検業務 本件は、消防用設備等点
委託等について、支出負 検業務委託等について、支
担行為の整理時期が遅れ 出負担行為の整理時期が遅
ているものが見受けられ れていたものである。
た。留意を要する。（注 今後は、財務規則等関係
意事項） 法令に基づき、チェック体

制を強化し、適正な事務処
理に努める。
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高鍋高 特殊勤務手当について 本件は、職員の特殊勤務
等学校 、過払となっているもの 手当について、従事日数の

があった。善処を要する 確認不足により過払となっ
。（注意事項） ていたものである。

監査後、直ちに該当月の
手当額の戻入処理を行った
。
今後は、給与支給に係る

事後確認を徹底することに
より再発防止に努める。

富島高 通勤手当について、支 本件は、職員の通勤手当
等学校 給不足となっているもの について、交通機関利用者

が見受けられた。善処を の通勤方法変更における事
要する。（注意事項） 務処理において支給不足と

なっていたものである。
監査後、直ちに手当額の

追給処理を行った。
今後は、認定に係るチェ

ック体制の強化及び事後確
認を徹底することにより再
発防止に努める。

日向工 臨時的任用職員の賃金 本件は、臨時的任用職員
業高等 について、過払となって の賃金について、年次休暇
学校 いるものがあった。善処 の取得超過分が過払となっ

を要する。（注意事項） ていたものである。
監査後、速やかに戻入処

理を行った。
今後は、給与支給事務に

係るチェック体制を強化し
、適正な事務処理に努める
。

物品の購入について、 本件は、単価契約してい
履行の検査確認が適正に た物品について、請求書に
行われていないものがあ 納品されたものと異なる品
った。留意を要する。（ 名が記載されていたにもか
注意事項） かわらず、納品書と物品の

照合のみで受入れ及び支払
処理をしていたものである
。
今後は、再発防止のため

検査におけるチェック体制
を強化し、適正な事務処理
に努める。

高千穂 公有財産使用料につい 本件は、公有財産使用料
高等学 て、調定額の算定を誤り について、単価の改定以降
校 過徴収となっているもの も旧単価により算定してい

があった。善処を要する たため過徴収となっていた
。（注意事項） ものである。

監査後、直ちに改定額で
調定を行い、過徴収分につ
いて相手方に返還を行った
。
今後は、再発防止のため

チェック体制を強化し、適
正な事務処理に努める。
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都城さ 空気調和設備等保守点 本件は、委任状の提出が
くら聴 検業務委託について、代 ないまま代理人から提出さ
覚支援 理人による見積りが行わ れた見積書により見積合わ
学校 れていたが、委任状が提 せが行われ、また契約の相

出されていなかった。留 手方を決定する決裁行為時
意を要する。（指摘事項 においても証拠書類の不備
） に気付かなかったものであ

る。
今後は、財務規則等関係

法令に基づき、チェック体
制を強化し、適正な事務処
理に努める。

旅費の概算払について 本件は、概算払により支
、支払事実の確認をせず 給した職員の県外旅費にお
精算しているものが見受 いて、領収書の確認が十分
けられた。留意を要する にされないまま精算処理を
。（注意事項） 行っていたものである。

今後は、旅費精算時のチ
ェック体制を強化し、適正
な事務処理に努める。

日南警 公有財産使用料等につ 今後は、財務規則等根拠
察署 いて、調定事務が遅れて 法令を遵守し、行政財産使

いるものが見受けられた 用許可台帳等により調定漏
。留意を要する。（注意 れがないか確認するととも
事項） に、幹部がその都度確認を

行い、適正な収入事務に努
める。

えびの 複写サービスに関する 今後は、財務規則を確実
警察署 契約について、見積書を に遵守し、参考見積書と見

徴していなかった。留意 積書の区分を明確にすると
を要する。（注意事項） ともに、幹部による確認を

行い、適正な契約事務を行
う。

日向警 旅費について、宿泊料 支給不足分については、
察署 の誤りにより支給不足と 平成26年２月４日に追給処

なっているものがあった 理した。
。善処を要する。（注意 今後は、旅費規程に基づ
事項） く適正な支給を行うととも

に、幹部による確認を行い
、誤支給の防止に努める。

２ 県の機関を対象とした随時監査

機関名 監査の結果 講じた措置

都城保 旅費について、交通費 交通費の算出誤りによる
健所 の算出を誤り支給不足と 支給不足については、追給

なっているものがあった 処理を行い速やかに支払っ
。善処を要する。（注意 た。
事項） 今後は、内部チェック体

制の充実を図り、適正な事
務処理に努めることとした
。

日向保 庁舎外で使用する備品 監査実施後直ちに、備品
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健所 について、備品使用簿に を庁外へ持ち出す必要の生
登記されていないものが じた際は必ず使用簿の記入
あった。留意を要する。 を行い、受領印押印の上持
（注意事項） ち出し、返納時は物品管理

者に確認を取る旨全職員へ
注意喚起を行った。
また、平成15年２月24日

付け出納長通知「備品使用
簿の登記範囲について」や
、物品管理事務の手引の当
該項目及び使用簿記載例を
備品使用簿内に編纂し、監
査結果と併せて全職員に周
知した上で、今一度備品使
用の管理及び使用簿記入の
徹底を促して再発防止を図
ることとした。

日南土 屋外広告物の許可につ 屋外広告物許可申請書に
木事務 いて、申請書の補正方法 ついて、申請者の記入誤り
所 が適当でないものが散見 を職員が補正していたもの

された。留意を要する。 である。今後は、申請書の
（注意事項） 補正は申請者に行わせるこ

ととした。

スポー 地産地消自動販売機に 監査後直ちに追加の調定
ツ振興 係る公募型財産貸付料に 調書を作成し、調定額の不
課 ついて、調定額の算定を 足分を徴収した。

誤り徴収不足となってい 今後は、チェック体制を
るものがあった。善処を 強化し、適正な事務処理に
要する。（注意事項） 努める。

小林高 旅費について、宿泊料 本件は、職員の県外旅費
等学校 及び旅行雑費の誤りによ について、宿泊料と旅行雑

り支給不足となっている 費の確認が十分に行われて
ものが見受けられた。善 いなかったことにより、支
処を要する。（注意事項 給不足となっていたもので
） ある。

監査後、直ちに宿泊料及
び旅行雑費の追給処理を行
った。
今後は、旅費支給事務に

係るチェック体制を強化し
、適正な事務処理に努める
。

延岡病 行政財産の目的外使用 指摘のあった事項につい
院 許可について、使用許可 ては、行政財産の目的外使

期間の延長手続が行われ 用許可を受けようとする者
ていないものがあった。 から直ちに申請書を提出さ
善処を要する。（指摘事 せ、使用許可期間の延長手
項） 続を行った。

今後は、行政財産使用許
可台帳に基づき、使用許可
期間が終了する案件につい
て、使用許可を受けた者に
対し使用許可期間が終了す
ること及び延長する場合に
必要な手続等を教示するほ
か、申請目的に応じた運用
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が適切に行われているか定
期的に確認することとした
。


